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西 中 保 健 室  
                １１月に入り、日中と朝晩の寒暖の差、あるいは晴天と雨天時の

寒暖の差などで、かぜをひく人が増えてきました。マスクを着用し

ている人も増えてきました。今年はまだ、どこの学校でもインフル

エンザの発生はありませんが、油断は禁物です。自己管理をしっか

りして、かぜにかからないようにしましょう！今から『手洗い・う

がい』などの予防をしっかり心がけましょう。  

 

    

  インフルエンザやかぜについては、みなさんは、ある程度の知識はもっていると思います。しか

し、「もっている」知識をどれだけ自分の生活に生かすか、つまり実践をするかが大切になってきま

す。特に３年生は大事な受験シーズンになってきます。予防方法を身につけ、実践し、かぜやイン

フルエンザにかからないようにしましょう！ 

 予 防 

◎手洗い・うがいをしっかりやろう！ 
  かぜ・インフルエンザの予防には、なんと 

言っても「手洗い・うがい」です。 

 「外から帰ったとき、食事の前、運動後、トイ 

レの後」が手洗い・うがいのタイミングです。 

  習慣化できるようにしましょう。 

 ○湯冷め・うたた寝に気をつけて！ 
  湯冷めやうたた寝は、からだが冷えることで 

かぜの原因になります。注意しましょう。 

 ○規則正しい生活をしよう！ 
  寝不足の生活が続いたり、不規則な食生活が 

続いたりすると、体の抵抗力が劣り、病気に 

  かかりやすくなります。睡眠時間を確保し、 

食事も三食しっかりとるようにしましょう。 

    インフルエンザにかかったら 

   出席停止になり、欠席扱いにはなりません。 

(治癒証明書を提出していただきます。) 

  出席停止期間は、「発症した日から５日経過し、 

  かつ、解熱後 2 日を経過するまで」と法では 

定められています。（医師の指示に従ってくだ 

さい。）学校を休んでしまうのは、不安かもしれ 

ませんが、しっかり休んで、感染の心配がなくな 

ったら登校してください。他の人への感染を防ぐ 

ためにも、よろしくお願いいたします。 

 

  １１月の保健目標 
かぜとインフルエンザの 
予防に努めよう 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

歯科受診が必要な人は、 

受診を勧めていますが 

どうでしょうか？ 

治療が必要かどうかは、 

自分が一番よく知って 

いると思います。家の人 

の都合がつかなくても、 

近くの歯科医院に自分 

で行くことはできると 

思いますので、家の人と 

よく話し合い、自分で受 

診しましょう。特にむし 

歯は早くなおしましょう。 


